
 

仕  様  書 

 

                         交通局自動車部運輸課 

                （ 担 当 ： 小 熊 ） 

 電話：075-863-5132 

ＦＡＸ：075-863-5128 

 
件 名 観光特急バスに係る車両用マグネットシート作成及び案内サインの作成・設置業務 

 

契 約 条 件 

 

１ 業務内容 

  観光特急バスの車両用マグネットシート及び案内サインについて、発注

者が提供するデータを用いてデザインを修正し、製作したものを納品する

こと。 

   また、完成したデザインのデータ（Windows で読取りできる PDF、JPG、 

AI各種データ）を提出すること。 

  なお、案内サインについては、発注者が指示する場所に設置すること。 

 

２ 納品期限 

  令和８年６月３０日（火） 

  

３ 納品・設置場所 

・マグネットシート：京都市右京区太秦下刑部町１２ 

京都市交通局天神川庁舎 

（SANSA右京(右京区総合庁舎内)） 

 

  ・案 内 サ イ ン：清水坂照明柱、五条坂交差点電柱（別紙１参照） 

   

４ 物品の規格等 
媒体 サイズ 数量 材質等 備考

①ヘッドマーク用

　マグネットシート
H240×W490mm ２０枚

②乗車口用

　マグネットシート
H200×W200mm ３０枚

③運賃箱用両面

　マグネットシート
H340×W425mm ２５枚

・メーカー：ニチエ株式会社

　品番：MG-E 0.8 (等方性)

・インクジェットシート貼り（フルカラー）

両面にマグネット加工をすること。

④柱ステッカー H650mm×W180mm 5本 シート貼（住友3Ｍ　IJ1220） 

清水坂照明柱の既存サインを剥

離・撤去し、新しいサインを貼ること。

（シート貼）

⑤電柱掲示物 H1,500×W500mm 1か所
ターポリン・周囲ロープ入縫製、はと目6箇所、

バンド3本、マジックテープカバー付き

五条坂交差点電柱の既存サインを

撤去し、新しいサインを巻くこと。

（柱ターポリン巻）

・メーカー：ニチエ株式会社

　品番：MG-ES 0.8 (異方性)

・インクジェットシート貼り（フルカラー）

磁力が強い、異方性のマグネットを

使用すること。

 
 

・マグネットシート及び案内サインのデザインのビジュアルは、AIデータ

により提供する。 

  

 

 
 

① ヘッドマーク用 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・乗車口用マグネットシート及び運賃箱用両面マグネットシートに記載され 

ている、地下鉄・バス１日件のデザインを、発注者が提供する jpgデータの 

デザインに修正すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・案内サインのデザインについては、別紙２を参照すること。 

 

５ 業務条件 

（１） 受注者又は業務責任者は、本業務契約後速やかに業務の進め方につい 

て、発注者と協議しなければならない。 

（２） 案内サイン設置に関し、あらかじめ作業詳細と併せて、時間帯につい 

ても発注者と協議し、承認を得なければならない。 

なお、作業実施日については、発注者と協議のうえ、７日前までに決

定するものとする。 

（３） 作業に当たっては、受注者の業務責任者が必ず立会い、作業員に作業 

の指示等を行わなければならない。また、市バス営業時間帯（午前５時

～午後２４時）に作業を行う場合には、旅客の安全誘導を図るため、歩

道を占有しての作業、車両を道路上に停車しての作業など、他の通行の

妨げとなる作業の場合には、作業員とは別に安全誘導員を配置しなけれ

ばならない。 

なお、立会い業務に支障しない場合は、立会いする受注者の業務責任

者が安全誘導員を兼務することを妨げない。 

（４） 受注者は、既存のサインを撤去及びその剥離跡等の清掃を念入りに行 

うものとする。 

（５） 受注者は、指定の設置箇所において、必要に応じ施工によって損害を 

与えることのないよう、その設置方法や素材等には十分に配慮すること。 

   なお、案内サインの設置・施工方法により、設置箇所の塗装面が剥が 

れる又は破損の恐れがある場合には、事前に発注者と協議し、施工する 

こと。 

 

６ 関係法令等の遵守 

   受注者は、本業務に関して、本仕様書をはじめ京都市交通局契約規程、 

労働安全衛生法及び関係法令等を遵守しなければならない。 

 

 

 

 

 

② 乗口用 

地下鉄・バス１日券 

③ 運賃箱用 



 

 

 

７ 作業上の注意事項 

（１） 発生材及び撤去品 

本業務に際し、発生した古材及び撤去品は、全て受注者が引き取るこ 

と。 

（２） 補修 

     本業務遂行中、照明柱や電柱に損傷を与えた場合は、すべて受注者の 

負担において、速やかに補修すること。 

（３） 災害防止及び公害防止 

     本業務遂行に際し、受注者は、関係法規に従い、災害及び公害防止に 

努めること。 

（４） 軽微な変更 

本業務遂行に際し、現場の収まり、取合い、取付位置等の軽微な変更 

は、当局の指示に従い遂行すること。また、技術上、保安上及び必要な 

材料等については補足すること。その他、契約締結後に、発注者の都合 

により仕様書に軽微な変更が必要となった場合、受注者は発注者と協議 

のうえ誠実に対応すること。 

 

８ 損害の負担 

   業務の実施に当たり、受注者の責において生じた損害（第三者に及ぼし 

た損害を含む。）は、全て受注者の負担とする。 

 

９ 権利関係 

本件の制作物のデザインや意匠に係る著作権等、各種権利は発注者に帰 

属するものとする。 

 

１０  保証期間 

本業務の保証期間は、案内サインについては、施工完了日から１年とし、 

マグネットシートは納品時とする。 

なお、この期間に生じた不具合（色むら・剥がれ・歪変形・内容の不備

等）は、受注者の責任において発注者の指定期間内に無償で補修・修復を

行うものとする。ただし、発注者に責任がある場合はこの限りでない。 

 

１１ 仕様書の疑義 

契約締結後、履行に当たって本仕様書に不明な点等が生じた場合、受注者 

は速やかに発注者に確認・協議のうえ誠実に対応すること。 

 

１２ 官公庁等手続 

   本業務に必要な関係官公庁等に対する出願手続等は、受注者が速やかに

代行し、これに要する費用は受注者の負担とする。 

 

１３ 支払方法 

   業務完了後、一括払いとする。 

 

 

見積書提出期限 令和８年５月２７日（水） 

 

 

※ 見積書は FAXでご送付ください。 

   見積書の宛先は、「京都市公営企業管理者 交通局長」でお願いします。 

   契約となった場合は、見積書原本を提出していただきます。 

※ 契約となった方にのみ、連絡させていただきますので御了承ください。 

※ 市内中小企業かつ入札参加有資格者のみ参加いただけます。 

※ 本仕様について不明な点がある場合は、担当者まで問い合わせください。  


